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２０２６年度 明治大学法科大学院 論文試験問題 

 

【民 法】 

 

  以下の【事実】を読んで、各設問に解答しなさい。解答にあたっては、条文を

あげ、判例に照らして、根拠を挙げて解答すること。 

以下の各設問に解答するにあたっては、事実及び設問の年月日に関わらず、

試験実施日現在施行されている法令に基づき解答すること。特に指示のない限

り、各設問は独立の問題である。 
※各自で解答用紙に設問番号を記入して解答すること。 

 

 【事実】 

  ２０２４年３月１日、Ａは、Ｃを代理して、Ｂとの間で、Ｃが所有するスポー

ツカー甲について市場価値に等しい５００万円で売買契約を締結した(以下「本

件売買契約」という。)。本件売買契約では、契約締結時にＢが代金を支払い、

１か月後の３月３１日にＣが甲をＢに引き渡し、名義も移転することとなって

おり、ＢはＡに代金全額を支払った。 

 

 〔設問１〕Ａは、Ｃの代理人であったが、金に困っており、その対応を友人のＢ

に相談して、本件売買契約を締結した上、代金をＣに渡すことなく姿

を消していた。３月３１日になったので、Ｂから甲の引渡しを請求さ

れたＣは、これに応じなければならないか論じなさい。 

 

 〔設問２〕３月３１日になったので、Ｃは、Ｂに甲を引き渡し、名義もＢへと移

した。さっそくＢが甲を運転すると、エンジンにＢの責めに帰するこ

とはできない不具合があることが分かった。このままでも運転に支障

はないが、加速や馬力に難があり、スポーツカーとして楽しむことは

できず、甲の市場価値も２００万円に低下している。Ｂは、Ｃに修理を

求めたが、修理に必要な特殊な部品を作ることができる職人が日本に

はおらず、外国に発注する必要があって、その費用に６００万円かか

ることが判明した。このとき、Ｃは、修理を拒絶することが認められる

か論じなさい。また、仮に修理を拒絶することが認められるとした場

合、ＢがＣにどのような主張をすることが考えられるか論じなさい。 


